
記者発表資料 
平成２２年４月２７日 

国土交通省 福島河川国道事務所 

郡山国道事務所 

磐城国道事務所 

道路パトロールの半減に伴い 

(社)福島県建設業協会と「ロードレポーター」協定の締結 
～道路の異状を発見したら＃９９１０ ～ 

＝道路を利用される方のご協力もお願いします＝ 

※ロードレポーターは、国道の異状を発見した場合、福島県内直轄国道事務所の「出張所」、「道路緊急ダイヤ

ル」または、「道の相談室」へ通報するものです。 

記 

「ロードレポーター」協定締結式 

日 時：平成２２年４月２８日（水）１０時から 

場 所：社団法人 福島県建設業協会 福島市五月町４－２５ 福島県建設センター２Ｆ 

内 容：(社)福島県建設業協会会長と県内直轄国道事務所長との協定調印 

 

 
※ 下記記者クラブに同時発表しています。 

福島県政記者クラブ、福島市政記者クラブ、 

郡山記者クラブ、いわき市記者クラブ、会津若松記者クラブ 

 

        【問い合わせ先】 

◎国土交通省  東北地方整備局 

 ○福島河川国道事務所  TEL 024-546-4331 

   副所長（道路）  向井 秀一（内線２０５） 

 ○郡山国道事務所    TEL 024-946-0333 

副所長（管理）  斉藤 忠則（内線２０５） 

        ○磐城国道事務所    TEL 0246-23-2211 

          副所長（管理）  奥山 英治（内線２０５） 

        

◎(社)福島県建設業協会  TEL 024-521-0244 

          専務理事     高木 明義 

 

 
（福島県内の直轄国道の国道４号、６号、１３号、４９号 総延長約４９６ｋｍでは、道路パトロール

で１日平均３３件の落下物等処理や５件の穴埋め処理を実施しておりました。） 

道路事業費の縮減により、今年度より国の管理する道路のパトロールが、１日１回から２日に１

回に半減します。 

これにより、落下物等の発見や処理の遅れから、道路利用者の皆様の安全な道路通行への影

響が懸念されます。 

このため、道路通行の安全確保ときめ細かな道路管理に対応することを目的に、国土交通省の

福島県内の直轄国道事務所と(社)福島県建設業協会は、「ロードレポーター（ボランティア・サポー

ト・プログラム）」の協定を結びますので、下記のとおり締結式を行います。 

また、道路利用者の皆様の協力を得て影響を最小限にするため、道路の異状を発見した場合

の通報のお願いを、「道路情報板」で呼びかけます。 

通報は、「道路緊急ダイヤル」 ＃９９１０ で受付します。 

みなさまのご理解とご協力をお願いします。 



　　道路上の異状発見に関する通報
　　　　　（ロードレポーター）

資料-１

・道路事業費の縮減により、道路パトロールの頻度が半減します。
・道路通行の安全確保ときめ細やかな道路管理のため、ロードレポーターから通報の協力をいただきます。

福島県内直轄国道平均
（落下物等処理）約３３件/日・（穴ぼこ等処理）５件/日

①国土交通省では、従来１日１回道路パトロール
　をして、落下物などを処理してきました。

②道路事業費の縮減により、道路パトロールの
　回数が半減します。

平成２２年３月まで
１日１回

平成２２年４月から
２日に１回

半減

③落下物等の発見の遅れから、安全な道路通行への
　影響が懸念されます。

通　報　先

道路緊急ダイヤル　　＃９９１０（フリーダイヤル）
道の相談室　　　　　　０１２０－１０６－４９７（フリーダイヤル）
○福島河川国道事務所
　　　福島国道維持出張所　　０２４－５４６－０５２４
　　　栗子国道維持出張所　　０２３８－３４－２２２１
○郡山国道事務所
　　　郡山維持出張所　　　　　０２４－９３２－４４８４
　　　会津若松出張所　　　　　０２４２－２３－１２４１
○磐城国道事務所
　　　平維持出張所　　　　　　 ０２４６－２８－０６４４
　　　原町維持出張所　　　　　０２４４－２２－２５３０

④（社）福島県建設業協会から、発見・通報に
　ご協力いただきます。



　　道路上の異状発見に関する通報
　　　　　（道路利用者）

資料-２

走行中に道路に異状を発見したら通報してください。道路管理者が処理します。

連絡に
必要な項目

それぞれ
分かる範囲で

異状発見の
場所

（道路名・進行
方向・地域・周

辺施設等）

異状発見の
内容

（落下物・道路
の穴ぼこ・陥没

等）

異状発見の
程度 発見時期

通
報
先

道路緊急ダイヤル　＃９９１０（フリーダイヤル）
道の相談室　　　　　０１２０－１０６－４９７（フリーダイヤル）

道路の
異状の例

落　下　物 道路の穴ぼこ ガードレールの損傷 道路標識の損傷

※赤マーキングのあるものは確認済みです。

※事故情報は、警察（110番）へ連絡してください。
※道路交通法により運転中の通話は禁止されています。安全な場所に停車しておかけください。


